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１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選出 

５ 議事 

『議案第１号』 

農地法第３条第１項

の規定による許可申請

書に対する審議につい

て 
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開会宣告（９：００） 

あいさつ 

農業委員会会議規則の規定により議長は会長が務める旨報告。 

（会長が議長となり、以後の議事を進行） 

議事録署名人の選出についてですが、間々田委員、新井委員のご両名にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

はじめに『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題とい

たします。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。議案第１号は、５件となっております。 

進行番号１でございますが、中江袋○○○番地 ○○○○さんが、中江袋○○○番地○ ○○○○さんが

所有する中江袋字壱町四反田○○○番○、地目：畑、４２５㎡について、経営の拡大を図るため、贈与によ

り所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の１ページをご覧ください。特別養護老人ホームおきなの西に位置する中江

袋地内の農振農用地でございます。 

次に進行番号２でございますが、熊谷市石原○○○○番地○○ ○○○○さん外１名が、母親である下中

条○○○○番地〇 ○○○○さんが所有する下中条字稲荷塚○○○○番、地目：畑、５２７㎡について、自

家消費分の野菜を作付けするため、贈与により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

申請人は、現在既に作物を作付けしており、特に○○さんのほうは、ほぼ毎日、母親の面倒を見にくるつ

いでに畑にも寄っているとのことであり、現地の状況等を見ても要件的には問題はないと考えます。 

場所につきましては、位置図の２ページをご覧ください。興徳寺の南に位置する下中条地内の集落に接す

る農用地でございます。 

次に進行番号３でございますが、はじめに権利の移転の内容が、「遺贈」という初めての案件なので少し説

明させていただきます。 

遺贈とは、故人の残した遺言書に則って遺産をゆずることをいい、包括遺贈と特定遺贈の２つの種類があ

ります。 

包括遺贈とは、全財産を誰々に、財産の３分の１を誰々に、というように財産の内容を個別に特定せずに

配分割合を示して遺贈します。それに対し、特定遺贈は、現金５００万円を誰々に、行田市本丸○○番の土



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

地を誰々に、といったように財産を特定して遺贈することをいいます。 

農地法施行規則では、包括遺贈や相続人が特定遺贈により農地を取得する場合は許可不要となりますが、

相続人以外が特定遺贈により農地を取得する場合は許可が必要となります。今案件は、相続人以外の特定遺

贈となりますので３条の許可が必要となる案件でございます。 

なお、許可申請の申請者につきましては、同じく施行規則により譲受人の単独申請が出来ることになって

おります。 

それでは内容の説明に入らせていただきます。 

神奈川県厚木市関口○○○○番地〇 ○○○○さんが、兄の土地であった須加字役田○○○○番 地目：

田、７８４㎡について、自家消費分の野菜などを作付けするため、遺贈により所有権の移転を行おうとする

ものでございます。 

申請人の住所地が神奈川県厚木市となっておりますが、申請地の隣接地に住宅があり、週末は毎週戻って

きて現在も農作物を育てております。また、近い将来、こちらに戻ってくる予定でもあるとのことであり、

現地の状況等を見ても要件的に問題はないと考えております。 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。見沼元圦公園の西に位置する須加地内の集落に

接する農地でございます。 

次に進行番号４でございますが、斎条○○○○番地 ○○○○さんが、佐間○○○○丁目○○○○ ○○

○○さんが所有する斉條字北反戸○○○○番、地目：畑、１，３０９㎡ 外２筆、計２，７２３㎡について、

経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の４ページをご覧ください。劔神社の東に位置する斎条地内の農振農用地で

ございます。 

次に進行番号５でございますが、熊谷市上須戸○○○○番地 ○○○○さんが、東京都北区神谷○○○○

丁目○○○○ ○○○○さんが所有する斉條字樋ノ口○○○○番、地目：畑、７４㎡ 外３筆、計１，０６

４㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。行田市消防署北分署の南東に位置する斎条地内

の集落に接する農地でございます。 

以上、議案第１号について、事務局で農地法第３条の許可基準を審査すると共に、現地の耕作状況等を調

査しましたところ、いずれも許可相当と思慮されることからご提案するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第１号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいた



 

 

 

 

 

 

『議案第２号』 

 農地法第５条第１項

の規定による許可申請

書に対する審議につい
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します。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第１号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第１号は承認することといたします。 

次に、『議案第２号』農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページ下段をお願いいたします。議案第２号は、８件となっております。 

進行番号１でございますが、熊谷市久下○○○○番地 ○○○○さんが、母親である長野○○○○ ○○○

○さんが所有する長野字天沼○○○○番、地目：田、３８２㎡について、贈与により住宅１棟、９７．３０

㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は現在、熊谷市内の借家で家族と共に生活しておりますが、独立した住居を構えたいと住宅の建築

を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集

落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧ください。進修館高校の北に位置する長野地内の集落内農

地でございます。 

次に進行番号２でございますが、加須市礼羽○○○○番地 ○○○○さん外１名が、渡柳○○○○番地 ○

○○○さんが所有する渡柳字神明前○○○○番、地目：畑、４５７㎡について、売買により住宅１棟、１１

７．５８㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は現在、加須市内の借家で家族と共に生活しておりますが、独立した住居を構えたいと土地を探し

ていたところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集落に

接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の７ページをご覧ください。長福寺の北に位置する渡柳地内の集落に接する

農地でございます。 

次に進行番号３でございますが、門井町○○○○丁目○○○○番地 ○○○○さんが、父親である樋上○

○○○番地 ○○○○さんが所有する樋上字武良内○○○○番、地目：畑、１２９㎡ 外１筆、計４５４㎡



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について、使用貸借により住宅１棟、１１３．３４㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったも

のでございます。 

申請人は現在、市内の借家で家族と共に生活しておりますが、何かと手狭になってきたことから住宅の建

築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、

集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の８ページをご覧ください。下忍小学校の南東に位置する樋上地内の集落内

農地でございます。 

次に進行番号４でございますが、城西○○○○丁目○○○○番 ○○○○さんが、祖父である埼玉○○○

○番地 ○○○○さんが所有する埼玉字上埼玉通○○○○番、地目：畑、３３５㎡について、使用貸借によ

り住宅１棟、７７．３５㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は現在、市内の借家で家族と共に生活しておりますが、子供の成長と共に手狭になってきたことか

ら、住宅の建築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。

申請地は、集落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。安楽寺の北に位置する埼玉地内の集落に接する

農地でございます。 

次に進行番号５でございますが、蕨市北町○○○○丁目○○○○番 ○○○○さんが、父親である野○○

○○番地 ○○○○さんが所有する野字内○○○○番、地目：畑、５９㎡ 外２筆、計２１８㎡について、

使用貸借により住宅１棟、１１９．８８㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでござい

ます。 

申請人は現在、蕨市内の借家で家族と共に生活しておりますが、結婚して子供も生まれ、将来の生活設計

を考えておりました。このことを親とも相談した結果、実家の農家住宅を建て替えることになりましたが、

敷地を調査したところ、建築基準法上の接道がなく、また、敷地の一部が農地であることが判明いたしまし

た。このままでは建て替えが出来ないことから、接道を取るための必要最小限の転用はやむを得ないものと

考えられます。また、敷地の一部が農地である場所は、昭和４５年の都市計画の区域区分の設定以前から、

農地でないことが航空写真により確認でき、転用することによる周囲への影響もないことから、申請事由も

妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の１０ページをご覧ください。国道１７号バイパスと県道行田蓮田線に挟ま

れた野地内の集落内農地でございます。 

なお、白抜きになっている部分の地目は宅地であり、申請部分と合わせると、敷地面積は、１，４２７．



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９０㎡になる予定でございます。 

次に進行番号６でございますが、佐間○○○○番地 ○○○○さんが、佐間○○○○番地 ○○○○さん

が所有する佐間字野合○○○○番、地目：田、１８８㎡について、売買により駐車場敷地にしたいとして申

請があったものでございます。 

申請人は現在、隣接する住宅で生活しておりますが、年も重なり何かと不自由になってきたため、娘夫婦

と同居することになりました。しかし、現在は駐車スペースが１台分しかなく、また、近隣にも月極等の駐

車場がないことから土地所有者に相談したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったも

のでございます。申請地は、集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の１１ページをご覧ください。行田市斎場の南に位置する集落内農地でござ

います。 

次に進行番号７でございますが、大阪市中央区道修町○○○○丁目○○○○番 ○○○○さんが、真名板

○○○○番地 ○○○○さんが所有する真名板字中宮○○○○番、地目：畑、３６２㎡ 外１筆、計７４２

㎡について、売買により太陽光発電施設敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、大阪府に本社を置き、太陽光発電事業を全国的に展開しておりますが、新たな事業用地を探し

ていたところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。事業計画では、太

陽光パネルを計１２０枚設置し、その他発電設備等を整備するものでございます。発電容量は低圧の４９.

５kw、年間発電量が７万４，１１７kwh で、設備の周囲を高さ１．２ｍのフェンスで囲い、感電事故などの

被害防止対策を講じるものでございます。事業計画を精査したところ、実現可能性があり、また、申請地は

集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の１２ページをご覧ください。地域文化センターの南東に位置する真名板地

内の集落内農地でございます。 

次に進行番号８でございますが、東京都新宿区西新宿○○○○丁目○○○○番○○○○号 ○○○○さん

が、鴻巣市赤見台○○○○丁目○○○○番○○○○号 ○○○○さん外１名がそれぞれ所有する和田字北屋

敷○○○○番○○○○、地目：田、２６７㎡ 外１０筆、計６，０３３㎡について、売買により太陽光発電

施設敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、東京都に本社を置き、太陽光発電事業を全国的に展開しておりますが、新たな事業用地を探し

ていたところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。事業計画では、太

陽光パネルを計１２００枚設置し、その他発電設備等を整備するものでございます。発電容量は高圧の４４

４．４kw、年間発電量が８３万９，７８８kwh で、設備の周囲を高さ１．８ｍのフェンスで囲い、感電事故



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議案第３号』 

 農用地利用集積等促
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議長 

事務局次長 

などの被害防止対策を講じるものでございます。事業計画を精査したところ、実現可能性があり、また、申

請地は集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の１３ページをご覧ください。和田農村センターの南に位置する和田板地内

の集落内農地でございます。 

以上で議案第２号の説明を終わりますが、去る３月１９日、現地調査をしていただいておりますので、田

口委員にご報告をお願いいたします。 

去る３月１９日、私と伊東委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 

事務局から議案第２号についての説明及び田口委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第２号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第２号は承認することといたします。 

次に、『議案第３号』農用地利用集積等促進計画（案）について、を議題といたします。 

本議案は、農業委員会に関する法律第３１条、議事参与の制限に該当する委員が含まれており、私も該当

しております。 

よって、同条の規定により、議長を中村代理に交代いたします。 

（議長交代） 

定めに従いまして、しばしの間、議長の職を務めさせていただきます。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により議事参与の制限が適用されますので、藤間会長、川島委

員、太田委員、新井委員、江袋推進委員、新藤推進委員には、一時退席をお願いいたします。 

その他、該当する方がいらっしゃれば、申し出て下さい。 

（関係委員一時退席） 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第３号「農用地利用集積等促進計画（案）について」ご説明申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書の２ページをお願いいたします。 

本計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の賃借権の設定について、農地中間管理

機構からの求めに応じ市が作成したもので、同法の規定により当委員会の意見を求められているものでござ

います。今回の利用権の設定は６月１５日を開始日とするものでございます。 

件数が多いため、個々の案件につきましては、後で御確認いただき、お手元に配布してあります別紙、議

案第３号「農用地利用集積等促進計画（案）について」によりご説明させていただきます。 

１７ページの「農用地利用集積計画集計表」をご覧ください。 

まず、農地中間管理権の設定の申し出があった総件数は、１７ページの一番右下、３２６件、面積の合計

は、３６万４，３８５㎡となっております。 

次に、設定期間ごとにご説明いたします。 

１番上の表の期間設定が１年から４年の短期設定につきましては、賃借権が再設定のみで９件、１万４，

５６６㎡、使用貸借権が新規のみで１２件、１万４，１８９㎡でございます。 

２番目の表の５年を超え８年までの中期設定につきましては、賃貸借権が、再設定のみで、２６件、２万

９，８７８㎡でございます。使用貸借権は新規のみで３件、４，７０２㎡でございます。 

３番目の表の９年以上の長期設定につきましては、賃貸借権が、新規２５２件、２７万３，０２８㎡、再

設定９件、９，８１８㎡、計２６１件、２８万２，８４６㎡でございます。使用貸借権につきましては、新

規のみで、１５件、面積１万８，２０４㎡でございます。 

全体として、新規２８２件、面積３１万１２３㎡、再設定４４件、面積５万４，２６２㎡、計３２６件、

面積３６万４，３８５㎡となっております。 

続きまして、本日お配りした「農用地利用集積等促進計画（案）集計表」をご覧ください。 

関根○○○○番地 ○○○○さん 外２０名と７法人より、農地中間管理機構から農地を借り受けたいと

して申し出があったものでございます。 

借り受け希望者へ貸付を行う総筆数は、資料の一番最後、ページ数で２１ページと書いてある表の一番右

下をご覧ください。筆数が３２６筆、面積の合計は、３６万４，３８５㎡となっております。内訳としまし

ては、賃貸借２９６筆、面積３２万７，２９０㎡、使用貸借３０筆、面積３万７，０９５㎡でございます。

設定期間は、新規設定については、最短で２年、最長が１０年であり、転貸については、残存期間となって

おります。 

以上で、議案第３号の説明を終わりますが、事務局といたしましては、いずれも承認相当として、ご提案

申し上げます。 
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以上、説明とさせていただきます。 

事務局から、議案第３号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたら、お願い

いたします。 

設定期間の最長は何年ですか。 

２０年になります。 

他にございますか。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第３号につきましては、原案のとおり、承認に賛成の委員は挙

手を願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって、議案第３号は承認することといたします。 

退席した委員の入室を認めます。 

（関係委員入室） 

藤間会長、川島委員、太田委員、新井委員、江袋推進委員、新藤推進委員に申し上げます。議案第３号は、

原案のとおり承認されました。 

それでは議長を藤間会長にお返しいたします。 

（議長交代） 

次に報告事項でございます。専決事項に関する報告になりますが、事務局から説明をいたさせますので、

お聞き取りいただきますようお願いいたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

（１）及び（２）につきましては、市街化区域内における転用でございます。市街化区域内における転用

行為は、届出の手続きとなっております。 

（１）「農地法第４条第１項第７号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。 

本件は、４件の届出があり、転用目的は、住宅、倉庫、駐車場でございます。添付書類も完備されており

ましたので、受理をしたものでございます。 

（２）「農地法第５条第１項第６号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。 

本件は、４件の届出があり、転用目的は、駐車場、住宅、進入路でございます。添付書類も完備されてお

りましたので、受理をしたものでございます。 

続いて、（３）「農地法第１８条第６項の規定による通知について」でございます。 
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本件は、２９件の届出があり、利用権等の農地の貸し借りを解約した場合に、農業委員会に対し通知する

ものでございます。合意解約書が添付されておりましたので、受理をしたものでございます。 

以上で報告事項を終わります。 

事務局から「報告事項」についての説明がございました。「報告事項」となりますので、よろしくお願いい

たします。 

以上で、すべての議事についての審議、並びに報告事項につきましては、終了いたしました。 

皆様のご協力によりまして、議事が円滑に進められましたことに感謝申し上げまして、議長の職を解かせ

ていただきます。 

ありがとうございました。 

つづきまして、その他でございますが、事務局からご説明申し上げます。 

・令和６年度最適化活動の目標の設定等について 

・埼玉県農業会議研修 DVD（7/25 視聴）のアンケートについて 

・令和７年度県農地利用の最適化施策に関する意見の提出について 

・令和５年度地区別耕作放棄地について 

・転用許可地の県条例（土砂条例）違反の是正の進捗について 

以上をもちまして、第１０回農業委員会を終了いたします 

本日は、ありがとうございました。 

（９：３５） 

第１０回（令和６年３月２５日開催） 


